
令和６年度 長野県看護職員修学資金貸与者追加募集のご案内 

 長野県では、看護職員の確保が困難な中小規模医療施設等の職員確保を図るため、県が定める

県内施設で就業する意志のある看護師等養成施設に通う学生に修学資金を貸与しており、令和６

年度の貸与希望者を追加募集します。 

 

対象となる方 

保健師助産師看護師法（昭和 23年法律第 203号。以下「法」という。）第 19条か

ら第 22条までの規定により、文部科学大臣又は都道府県知事が指定した学校又は養

成所（以下「養成施設」という。）に在学中の者で、法第７条又は法第８条の規定に

よる免許（以下「免許」という。）を受けた後、直ちに、県が定める返還免除対象施

設で就業する意志がある学生 

※本追加募集においては、本年度卒業予定の方は応募不可 

貸与予定人数 15名程度 

貸与金額及び
期間 

※年次の途中から貸与を受けた場合は、その年次から正規の修業期限までとなります。 

区   分 貸与月額（円） 貸与期間 

保健師・助産師・看護

師 

国公立 32,000 

正規の修業年限 
民間立 36,000 

准看護師 民間立 21,000 

大学院修士課程  83,000 

申込受付期間 令和６年 10月１日（火）から 10月 31日（木）まで 【必着】  

申込方法 
 
（様式は県ホ
ームページに
掲載していま
す。） 

次の書類を、下記提出先まで郵送又は持参して下さい。※県内養成施設に在学の方につ

いては、養成施設を通じての提出となりますので、下記提出先ではなく養成施設へご提出

ください。 

（１）看護職員修学資金貸与申請書（様式第 1号） 

（２）連帯保証人 2名分の印鑑登録証明書 

※ 看護職員修学資金貸与申請書（様式第 1号）には、連帯保証人の自著、実印での押印

及び印鑑登録証明書の添付が必要となります。貸与申請書（様式第 1号）へ押印する連

帯保証人の印は、印鑑登録証明書と同一の実印を押印してください。 

（３）推薦調書（様式第 2号） 

※ 在学する養成施設から推薦を受けてください。 

（４）申請理由書（県外の養成施設へ在学の方のみ） 

（５）健康診断書※（任意様式） 

※ 在学する養成施設又は医療機関で実施した健康診断書（提出日前 6 ヶ月以内に発行

されたもの） 

（６）出身学校の成績証明書 

※ 1年次の者：最終卒業学校（養成施設）の成績証明書（保存期限が過ぎていて発行で

きない場合には、保存期間経過のため発行できない旨が記された（成績証明書不発行）

証明書をご用意ください） 

  2年次以降の者：前学年の成績証明書 

（７）振込先口座届出書 

選考方法 申込書類及び推薦調書の順位により選考します。 

返還免除条件 

看護師等養成施設を卒業後直ちに県が定める返還免除対象施設において、５年間継続し 
て看護職員の業務に従事した場合、貸与額の返還が免除になります。 
 
※返還が必要となった場合は、修学資金の返還に加えて利息（年 14.5％）の支払が必要とな 
ります。施設等の詳細は別添「長野県看護職員修学資金貸与制度の概要」及び「長野県看護 
職員修学資金貸与規程」をご覧ください。 



貸与方法 

令和６年４月～令和７年３月分を令和７年１月末に振り込みます。 

※振込日は予定ですので、変更となる場合があります。次年度以降の振込時期については、

別添「長野県看護職員修学資金貸与制度の概要」をご確認ください。 

申込先（県外養
成施設に在学
の方） 

〒380－8570  長野県長野市大字南長野字幅下 692－2 

 長野県 健康福祉部 医師・看護人材確保対策課 長野県看護職員修学資金担当あて 

 電    話： 026-235-7142（直通） ファクシミリ： 026-235-7377 

 Ｅ－mail： kango@pref.nagano.lg.jp  

 

 

 


